
 
 

平成１８年度 社会教育指導の重点 
 

１．社会教育の指導の重点 

                       

社会教育においては、国・府・市の計画及び各関係委員会や審議会の答申、提言等

の趣旨を踏まえながら、基本的人権の尊重を基盤に市民の自発的な学習活動や社会参

加活動の促進に努め、心豊かな人づくりと文化の伝統をきずくまちづくりを目指す。 

そのため、社会教育の一層の充実に努めるとともに、関係機関・団体と連携しなが

ら、市民が生涯にわたって、学び続けることができる学習環境の総合的な整備、充実

に努める。 

   

２．努力点 

 

    [生涯学習社会の実現]    

（１）生涯学習の振興 

生涯学習推進基本計画に基づいて、学習環境の総合的な整備・充実及び心豊か

な社会をつくる自発的な学習活動の推進を図り、ともに学ぶ生涯学習社会の実現

に努める。 

                                                                                          

① 学校及び地域の教育資源を積極的に活用して、学社連携を推進するととも

に、次代を担う青少年を育成するため、体験活動を推進するなど、地域社会

全体で子どもを育てる環境づくりへの支援を充実する。 

② ボランティア活動を振興するため、生涯学習人材バンクや生涯学習ボラン

ティアの発掘や育成に努める。 

③ 自発的な学習活動を支援するため、情報提供と相談活動の充実に努める。 

④ 大学や学研(関連)施設等の立地条件を生かし、連携事業や高度で豊富な人

的、物的資源の一層の有効活用に努める。 

⑤ 「いつでも、どこでも、だれでも、なんどでも、たのしく」学べる生涯学

習環境を充実するため、生涯学習推進事業などを支援して、学習や交流事業

の拡充に努める。 

 

（２）現代的課題などに関する学習活動の推進   

      生涯にわたる自発的な学習活動の促進に努めるとともに、国際理解、環境情

報などの現代的課題に関する学習活動を推進する。 

 

① 変化の激しい社会の中で進展する国際化・環境問題・高度情報化を正しく

認識しそれに対応できる人材の育成と学習活動の充実を図る。 

② 男女共同参画社会の推進、高齢者の社会参加活動の促進、障害のある人の
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自立と社会参加を促進するため、多様な学習プログラムの開発などに努め、

学習機会の充実に努める。 

③ 多様な課題に対応するため、各関係機関・団体との連携に努める｡ 

 

（３）社会教育関係団体の育成と支援 

社会教育関係団体は、地域活動の活性化を図る上で、重要な役割を果たし 

ており、団体の自主性を尊重しつつ、主体的な活動ができるよう育成と支援に

努める。 

 

① 社会教育関係団体の果たす役割は重要であり、団体の活動が効果的に行  
われるよう、指導・支援するとともに、その活性化に努める。 

② 社会教育関係団体の指導者を養成するため、研修会等の機会の拡充や情    
報提供に努める。 

         ③ 社会教育活動の推進を図るため、関係機関・団体との連携の強化に努める。 

 

（４）社会教育施設・設備の活用と整備 

生涯学習の拠点施設として位置付け、その機能が十分発揮されるよう各施設

の特性や市民の学習ニーズに対応した総合的な活用を促進する。 

 

①  社会教育の一層の充実を図るため、講座、教室等の学習活動を通じて社会

参加活動の促進に努める。 

②  少子高齢化・国際化・情報化や環境問題など、現代的課題に対応した講座

等の充実に努める。 

③  社会教育施設等において情報活用能力を身につける学習の充実に努める。 

④  生涯にわたる学習機会の充実を図るとともに、市民の主体的な文化・スポ

ーツ・コミュニティ活動等に対応できる施設の整備と活用の促進に努める。 

⑤  社会教育施設の有効活用を促進するため、学習環境の整備充実や関係施設

間の連携に努めるとともに、ボランティアの養成を図る。 

⑥  生涯学習関連施設整備計画やスポーツ施設整備計画に基づき整備に努め

る。 

 

 

[人権教育の推進]   

（１）一人一人の尊厳を大切にする人権教育の推進  
一人一人の尊厳と人権が尊重される社会の実現に向け、生涯にわたり、あらゆ

る場や機会を通じて、基本的人権の尊重や、同和問題などさまざまな人権問題に

ついての正しい理解と認識を深めるとともに、実践につながる自発的な学習活動

の促進に努める。 
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① 生涯学習の視点に立って、生命の尊さ、個性の尊重、他の人との共生などの

人権尊重の理念や、さまざまな人権問題についての正しい理解と認識を深める

ための学習機会の充実を図る。 

②  身近な生活の場や機会において、あらゆる人権問題の解決に向けた学習活動

を促進するとともに、人権尊重を日常生活の習慣として身に付け実践できる態

度をはぐくむことができるよう取組を推進する。 

 

（２）人権に関する多様な学習活動の充実 

       あらゆる人権問題の解決に向けて、社会教育が果たすべき役割の重要性 

認識し人権に関する多様な学習活動の充実に努める。 

 

①  学習活動を効果的に推進するため、学校及び関係機関・団体などと連携した

総合的な取組の促進に努める。 

②  学習活動の活性化を図るため、地域の実態を踏まえ、各種人権教育資料を活

用し学習内容や方法の工夫改善に努める。 

③  あらゆる人権問題の解決に向けた学習活動を効果的に推進するため、社会教

育関係職員及び社会教育関係団体指導者の資質・実践力の向上を図るため、研

修会の充実を促進する。 

                                            

   [家庭・地域社会の教育力の向上] 

（１）家庭の教育力の向上 

家庭教育の重要性と役割を明確にし、家庭の教育力の向上を図るための学習

活動を推進するとともに、学校週５日制の趣旨を踏まえ、地域や学校、関係機関・

団体と連携して家庭教育の振興を図る。 

 

① 生命を大切にする心、思いやりの心など豊かな心をはぐくむ家庭の教育力を

高めるため、家庭教育に関する学習機会の充実に努める。 

② 家庭教育や青少年問題について、情報の提供に努めるとともに、身近な場に

おける学習会や交流・相談活動を推進する。 

③ 家庭教育に関する学習会や、ＰＴＡ活動などへの積極的な参加を促進すると

ともに、学校、地域及び関係機関・団体との連携に努める。 

④ 家庭教育に関する資料などを活用し、学習活動の充実に努めるとともに、指

導者の養成を図る。 
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（２）地域社会の教育力の向上   

新しい時代を切りひらく力のあるたくましい青少年を育成するため、学校・

家庭・地域が連携しながら、地域の大人が力を結集して、地域でのさまざまな

体験活動を総合的に推進する。また、その活動を通して、地域の全ての人たち

が交流を深め、誰もが安心・安全に活動できる場の整備に努める。 

 

①  ｢子どもの居場所づくり事業｣及び「ふるさと体験学習」をとおして、地域で

の組織づくりを充実するとともに、分館公民館、学校、各社会教育施設などの

活用と情報提供の充実を図り、豊かな体験や異年齢・世代間交流ができるよう

な仲間づくりの促進に努める。 

② 地域に定着した分館公民館において、青少年や地域のさまざまな人たちが交

流を深め、誰もが安心・安全に過ごせる居場所づくりに努める。 

③ 地域社会における生活体験・自然体験やボランティア活動などの体験活動、

様々な人々との多様な交流の機会の充実を図り、青少年の社会参加を促進す

る。 

④ すべての子どもが様々な活動に、より主体的に参加できるよう、子どもの発

達段階に応じた役割を与える工夫をするとともに、リーダーの養成に努める。 

⑤ 子どもの地域における活動を充実させるため、指導者の資質向上と市民への

啓発･広報に努める。 

⑥ 青少年の学習や生活の実態を把握するとともに、健全育成の重要な役割を担

う育成団体や関係機関と連携を密にしながら、社会環境浄化の取組など健全育

成活動の推進を図る。 

⑦ 留守家庭児童会を開設し、児童の健全育成に努める。 

 

 

   [文化・スポーツの振興] 

    （１）文化活動の促進 

     市民がいきいきとした生活を築き、豊かな人間性をはぐくむ文化活動の促進に

努める。 

 

① 関係団体と連携しながら文化活動の一層の振興に努める。 

② 伝統文化の理解と継承、芸術鑑賞など多様な文化活動の促進に努める。 

③ 文化活動に関する情報提供や優れた芸術文化に親しむ機会の拡充に努める。 

④ 文化活動を行っている団体やサークルが共同した取組ができるよう活動を支

援し、文化サークル・団体の育成を図るとともに、高い資質を持つ指導者の養

成に努める。 
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（２）文化財の保護と活用 

文化財を大切に保護するとともに、市民生活の文化的向上に役立てるよう文化

財等の有効な活用を図る。  

              

① 市民の文化財への理解を高めるとともに文化財愛護の心を育て、次代へ引き

継ぐため、資料の調査・収集・展示、講演会などを行い、その普及啓発に努め

る。 

② 市内にある文化財の保護と活用を図るため、文化財の所有者、関係機関及び

団体との連携に努める。 

③ 体験学習ができる大住郷土民俗室の活用を図る。 

 

 

（３）生涯スポーツの推進 

市民が生涯にわたって健康で充実した生活を送れるよう、また、市民のスポー

ツ活動の水準を高めるため、「生涯スポーツの振興」と「競技スポーツの振興」

を推進する。 

 

①  市民のスポーツ・レクリェーションへの自発的・継続的な参加を促進し、健

康・体力づくりの推進を図るとともに、市民ニーズに対応した親しみのあるス

ポーツの普及と振興に努める。 

②  スポーツ活動の日常化を促進するため、気軽に参加できる各種のスポーツ行

事、スポーツ教室を実施するとともにニュースポーツの普及・啓発に努める。 

③  市民各層に応じたスポーツの普及・振興を図るため広報の充実及び情報の提 

供を促進し、啓発に努める。 

④  体育・スポーツ関係団体と連携を図り、各種スポーツ大会の充実や優れた選 

手の育成に努める。 

⑤ 「生涯スポーツ」「競技スポーツ」の振興を図るため、体育・スポーツ団体の 

組織づくりや活動を支援し、スポーツクラブ・サークルの育成強化を図るとと 

もに、高い資質を持つ指導者の養成に努める。 

⑥  学校体育施設を含む既存施設の効率的活用を図るとともに、施設の整備・充 

実に努める。 

⑦  全国小学生ハンドボール大会の継続開催等、特色あるスポーツの振興に努め 

る。 

⑧  学校週 5日制の趣旨を踏まえた事業の充実に努める。 

⑨  スポーツ振興計画の策定を進める｡ 

➉ 生涯スポーツの場づくり、地域住民の交流の場づくりとして同志社大学との

連携による「総合型地域スポーツクラブ」の設立に向けた取組を進める。 
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